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選挙人名簿

選挙権があれば投票できる？

選挙人名簿に登録されていなければ
投票できない。

住民票がないと、
現住所地の身近な選挙に投票できない！

選挙人名簿に登録されるには、住民票が作成
されてから、引き続き３か月以上、住民基本
台帳に登録されている必要がある。



投票制度 ～期日前投票制度～

投票は選挙期日（投票日）に投票所で
行うのが原則！

仕事や用事があって、選挙期日（投票日）に投票所

に行けない人は、投票日前であっても投票日と同じ

ように期日前投票所で投票することができる。

＜投票期間・時間＞

期間：公示日又は告示日の翌日から選挙期日の前日まで

時間：午前８時30分から午後８時まで

（地域により、期日・時間が異なる場合があります。）



投票制度 ～不在者投票制度～

選挙日当日に住んでいる市町村で投票
できない場合の制度
仕事などの用事があって、投票日に投票所に行けな
い人で、住んでいる市町村以外の場所に滞在してい
る人は、投票日の前に滞在先の不在者投票所で不
在者投票ができる。

＜投票期間・時間＞

期間：公示日又は告示日の翌日から選挙期日の前日まで

時間：原則、滞在先の市役所や町村役場の執務時間内まで

※滞在先でも選挙がある場合には、午後８時30分から午後８時まで



またまた、クイズです！

第２５回参議院議員通常選挙、

山形県の投票率は全体で６０．７４％。

では、１８歳、１９歳の投票率は？

① ７９．６１％

② ６１．３４％

③ ３６．３３％

（６０代）

（４０代）

（１８、１９歳）



若年層の投票率
第25回参院選の年齢階層別投票率
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18,19歳 ＝ 36.33%
20代 ＝ 39.87％



若年層の投票率
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Ａ

Ｑ. ふだん国や地方の政治について
どの程度関心を持っていますか？

出典：第48回衆議院議員総選挙全国意識調査 調査結果の概要（(公財)明るい選挙推進協会）



若年層の投票率

若者が投票に行かないとどうなる？

• 少子高齢化で若者の人口が少ない

• 投票率が低い

若者の声・意見が届かず、
政治に十分に反映されなくなる

将来の社会・生活のために
真剣に考え投票を！



若年層の投票率

もしあなたが立候補者だったら・・・

投票率が低い若者よりも投票率が高い高齢者に
向けた政策を訴えた方が有利？

選挙戦略

政治家の政策が高齢者向けのものになり、
若者の政治離れがさらに加速することに・・・

そして・・・
若者の投票率がもっと低くなる 負のスパイラル

（悪い状態にブレーキがかからない）



終わりに

１８歳になり選挙権を持つということ

＝社会の一員としての責任も持つということ

 選挙の結果によって、実行される政策が決まる。つ
まり、選挙は自分の将来の生活に関わる重要なもの
である。

 日本は、主権が国民にある民主主義の国である。

 選挙は、有権者がその意思を政治に反映させる最も
重要かつ基本的な機会であり、民主政治の根幹をな
すものである。


